
令 和 ７ 年 度

第２回江別市国民健康保険運営協議会

日 時 令和７年１２月１６日（火）

午後６時３０分～

場 所 市民会館３７号室

≪ 会 議 次 第 ≫

１ 開 会

２ 報 告 事 項

（１）令和７年度江別市国民健康保険特別会計決算見込みについて

（２）子ども・子育て支援金制度について

（３）令和８年度国民健康保険事業費納付金概算額について

（４）令和８年度江別市国民健康保険特別会計予算の編成方針について

（５）第３期国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）に係る

令和６年度結果について

３ 諮 問 事 項

（１）江別市国民健康保険税の課税（賦課）限度額について

（２）江別市国民健康保険税の税額について

４ そ の 他

５ 閉 会





単位：千円
令和6年度
決算額 予算額（当初） 予算額 決算見込額

Ａ （補正後） B

1 1,782,927 1,922,791 1,922,791 1,990,337

2 現年課税分 1,722,064 1,871,995 1,871,995 1,943,045

3 滞納繰越分 60,863 50,796 50,796 47,292

4 8,275 20 20 11,203

5 8,851,911 9,125,055 9,125,055 8,766,437

6 1,041,630 1,159,857 1,159,857 1,099,544

7 302,315 18,000 18,000 18,000

8 34,969 1 62,671 62,671

9 45,350 30,276 30,276 34,798

10 12,067,377 12,256,000 12,318,670 11,982,990

令和6年度
決算額 予算額（当初） 予算額 決算見込額

Ａ （補正後） B

11 85,963 97,696 97,696 87,861

12 8,694,925 8,948,255 8,948,255 8,597,788

13 3,053,907 3,054,701 3,054,701 3,054,701

14 0 1 1 0

15 127,659 137,241 137,241 135,466

16 34,776 25 62,393 60,724

17 7,476 18,081 18,383 8,352

18 12,004,706 12,256,000 12,318,670 11,944,892

19 62,671 0 0 38,098

20 △ 239,837 18,151

21 241,382 284,106

■ 報告事項（１）令和７年度江別市国民健康保険特別会計決算見込みについて

令和7年度

国民健康保険税

国庫支出金

道支出金

一般会計繰入金

基金繰入金

繰越金

その他の収入

歳入合計

令和7年度

総務費

保険給付費

国民健康保険
事業費納付金

共同事業拠出金

保健事業費

基金積立金

その他の支出

歳出合計

歳入歳出差引

※単年度実質収支

基金残高

※歳入歳出差引から赤字及び黒字要素である繰越金、基金積立金、基金繰入金を除く

行
番
号

歳　　　入

行
番
号

歳　　　出
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■　報告事項（２）子ども・子育て支援金制度について

（１）子ども・子育て支援納付金

（２）子ども・子育て支援金

　国から示されている支援金の徴収額は、以下のとおり見込まれている。

〇加入者一人当たり支援金額（平均月額）

区分 令和８年度見込額 令和９年度見込額 令和１０年度見込額

国民健康保険
（市町村国保）

２５０円
（参考）一世帯当たり

３５０円

３００円
（参考）一世帯当たり

４５０円

４００円
（参考）一世帯当たり

６００円

全制度平均 ２５０円 ３５０円 ４５０円

※国民健康保険における支援金については、低所得者に対する軽減措置、被保険
　者支援金額に賦課限度額を設けるなど、現行の医療保険制度に準ずる形で実施。
　また、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前までの子どもに係る支援
　金の均等額割の１０割軽減の措置あり。

※賦課額の算定については、諮問事項「令和８年度国民健康保険税の税額改定に
　ついて」にて提示。

１　制度概要

　令和８年度から開始される「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業から支援金
を徴収し、それによる子育て世代に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社
会全体で応援する制度。
　支援金が充てられる事業は、以下の６つで、法律により定められている。

①児童手当の拡充
②妊婦のための支援給付
③育児時短就業給付

④出生後休業支援給付
⑤育児期間中の国民年金保険料免除
⑥こども誰でも通園制度

子ども一人当たり平均の給付改善額（高校生年代までの合計）は、約１４６万円

２　制度のしくみ

国
（支払基金）

医療保険者 被保険者

国は、医療保険者に対し加入者数等により按分して請求し、医療保険者は支援納
付金を負担する。

医療保険者は、被保険者に対し従来の医療保険の保険料に加えて、子ども・子育
て支援金を被保険者から徴収する。

  　〇国民健康保険の場合

医療分 + 後期高齢分 + 介護分 + 子ども・子育て
支援金分

３　国民健康保険の支援金

支援納付金 支援金

請求

納付 納付

徴収

新
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、
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概
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を
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、
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道
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各

市
町

村
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令
和
８

年
度

予
算
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編
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○
国
の
予
算
案
が
決
ま
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係
数
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確
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後
、
北
海
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は
納
付
金
確
定
額
を
算
定
し
、
北
海
道
及
び
市
町
村
は
確
定
額
を
予
算
措
置

１
北
海
道
国

保
特

別
会
計

(
一
般
被
保
険
者
保
険
給
付
費
等
)

保
険
給
付
費
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
介
護
納
付
金
、
子
ど
も
子
育
て
支
援
納
付
金

４
,
３
３
９
億
円

国
保
事
業
費
納
付
金

1
,
2
7
3
億
円

2
9
％

国
調
整

交
付
金

3
0
9
億
円

7
％

道
調
整

交
付
金
等

1
9
0
億
円

4
％

定
率
国
庫
負
担
金

8
0
8
億
円

1
9
％

高
額
共
同

事
業
等

1
3
4
億
円

3
％

前
期
高
齢
者
交
付
金

1
,
6
2
5
億
円

3
8
％

２
道
内
市

町
村
国

保
特
別
会
計
(
一
般
被
保
険
者
分
)

個
別
歳
入

3
0
9
億
円

個
別
歳
出

1
5
2
億
円

特
定
健

診
等

保
健

事
業

条
例
減

免
費

用
な

ど

国
道
支

出
金

一
般
会

計
繰

入
金

な
ど

保
険

税
（
料
）

保
険
基
盤

安
定
繰
入

金

法
定
外
一

般
会
計
繰

入

国
保

積
立

基
金

繰
入

＋ ＋ ＋

保 険 税 ( 料 )

収 納 必 要 額 財 源

保 険
税
(
料
)

収 納 必 要 額

1
,
1
1
6
億
円

国 保 事 業 費 納 付 金

1
,
2
7
3
億
円

※
 
保
険
給
付

費
に
は
、

令
和
８
年
度

診
療

報
酬

改
定

等
が

見
込

ま
れ

て
い

な
い

た
め

増
額

と
な

る
可
能

性
あ
り
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３
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（
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合
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2
,
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2
,
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7
6

△
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,
9
6
4

2
,
2
4
3
,
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,
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.
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%
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0
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△
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,
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,
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,
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.
6
%

1
,
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,
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,
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△
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,
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,
0
1
3

4
9
,
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,
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5
9

9
7
.
0
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9
,
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0
9

0
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金

概
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額

①
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出

②
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険
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納
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要
額
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課
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額

④
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⑤
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収
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※
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の
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（
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（
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※
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※
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計
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般
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分
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千

円
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人
）
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和
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度

（
確
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額
）
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度

（
概
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額
）
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減
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率

納
付
金

3
,
0
5
4
,
7
0
1

2
,
8
6
2
,
7
7
6

△
 
1
9
1
,
9
2
5

△
 
6
.
3
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1
,
1
3
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1
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,
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0
7

△
 
1
,
7
2
8
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5
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■ 報告事項（４）令和８年度江別市国民健康保険特別会計予算の編成方針について

（１） 基本方針

○ 広域化（都道府県単位化）に伴う国民健康保険財政の健全性確保

○ 医療費適正化への取組み

○ 収納対策の推進

○ 一般会計繰入金の確保

○ 保健事業の推進

○ 特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の向上の取組み

（２) 基本的事項

○被保険者数

過去の変動及び直近の資格の得喪状況などを勘案して積算

※被保険者数はそれぞれ年度平均

○国民健康保険税現年度分収納率見込み

過去の収納率及び令和７年度９月末までの収納率などを勘案して積算

○保険給付費

北海道が積算した結果を参考に過去の医療費動向や直近の状況などから積算

○国民健康保険事業費納付金

北海道が積算し、市町村に通知

R6 年度実績 R7 年度見込 R8 年度積算 増減率

一般被保険者数 21,858 人 20,761 人 19,719 人 5.0%減

R6 年度実績 R7 年度見込 R8 年度積算

医 療 分 97.1% 96.6% 96.6%

後期高齢分 97.1% 95.9% 95.9%

介 護 分 96.1% 95.3% 95.3%

子 ど も 分 － － 97.0%

R6 年度実績 R7 年度見込 R8 年度積算 増減率

保険給付費 8,694,925 千円 8,597,788 千円 8,476,735 千円 1.4%減

R6 年度 R7 年度 R8 年度(概算額) 増減率

納付金 3,053,907 千円 3,054,701 千円 2,862,776 千円 6.3%減
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■ 報告事項（５）第３期国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）に係る

令和６年度結果について

１ 保健事業実施計画（データヘルス計画）の概要

高齢化の進展等を踏まえ、保険者は、健康・医療情報（健康診査の結果や診療報酬明細書

等）を活用して、ＰＤＣＡサイクルに沿った効果的・効率的な保健事業の実施を図るための計

画を策定することとされている。

江別市では、第１期計画を平成２７年度にし、現在、第３期（令和６年度～令和１１年度）の

計画期間中である。第３期計画では、計画の最終年度のみならず、進捗確認及び中間評価

を行うこととしている。

２ 短期目標の推移

（１） 重症化予防

（２） 生活習慣病発症予防・保健指導

（３） 早期発見・特定健診

短期目標
ベースラ

イン（R4）
R5 R6

ベースラ

イン値と

の比較

目標値

（R11）

特定健診受診者のうち、HbA1c

7.0％以上該当者割合の低下
4.0% 3.7%

4.3%
（暫定値）

低下

特定健診受診者のうち、Ⅱ度高血

圧以上該当者割合の低下
7.9% 8.6%

7.６%
（暫定値）

低下

生活習慣病重症化予防保健指導

実施率の向上
82.1% 82.8% 85.8% 向上

短期目標
ベースラ

イン（R4）
R5 R6

ベースラ

イン値と

の比較

目標値

（R11）

特定保健指導利用者のうち、腹囲

が減少した者の割合向上
43.5% 46.8% 41.0% 向上

特定保健指導による特定保健指導

対象者の減少率の向上
16.0% 18.0%

18.０%
（速報値）

向上

特定保健指導実施率の向上 41.0% 38.2%
39.0%
（速報値）

48.0%

短期目標
ベースラ

イン（R4）
R5 R6

ベースラ

イン値と

の比較

目標値

（R11）

特定健診受診率の向上 26.2% 28.2%
29.9%
（速報値）

31.0%
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■　諮問事項（１）江別市国民健康保険税の課税(賦課)限度額について

１　課税限度額について

２　江別市の国民健康保険税課税限度額の改定時期

　江別市国民健康保険税条例の改正による課税限度額改定については、国民健康保険運営
協議会での協議や市議会への議案提出の暇がないため、国の改正政令が施行された年度中
の課税に反映することができず、翌年度の改定としてきた。

　国及び江別市の推移

３　子ども・子育て支援金制度の開始

４　医療分、後期高齢分、介護分の課税限度額の改定について

　課税限度額は、世帯主が支払う「年間の保険税額の上限額」である。国民健康保険税は
前年課税所得と加入者数に応じて計算されるが、納めた保険税額にかかわらず、誰もが同
じ内容の給付を受けることとなるため、保険税の負担と受益の関係を考慮し、保険税額に
一定の上限を設けている。
　また、限度額を引き上げることにより、課税額が限度額を超える高所得者の負担が高ま
る一方、中間所得層の負担が軽減される。
　国民健康保険税の限度額は、地方税法施行令で定められており、例年、年度末に公布さ
れ４月１日施行される。

　令和８年度から子ども・子育て支援金制度が開始され、医療保険者は、従来の医療保険
の保険料に加えて、子ども・子育て支援金を被保険者から徴収する。
　同制度も地方税法施行令で賦課限度額が定められる見込みだが、市の条例改正を翌年度
とすると令和８年度の限度額の設定が出来ず、不適正な賦課となる。
　このため、改正政令施行と同年度に設定することが必須となる。

　従来の医療分、後期高齢分、介護分の課税限度額についても適正な税額確保と中間所得
層の負担軽減のため、子ども・子育て支援金制度の開始にあわせて同年度の改定を検討す
る。
　なお、改正政令施行の同年度に設定することについては、北海道からも対応が求められ
ており、全道統一保険料となる令和１２年度には、同年度の設定が必須となる。

医療分 後期高齢分 介護分 子ども分 計

令和３年度 63万円 19万円 17万円 99万円 →

令和４年度 65万円 20万円 ↓ 102万円 →

令和５年度 ↓ 22万円 ↓ 104万円 →

令和６年度 ↓ 24万円 ↓ 106万円 →

令和７年度 66万円 26万円 ↓ 109万円

※ 令和８年度 67万円 ↓ ↓ （情報無し） 110万円
（+子ども分）

※令和7.11.27厚生労働省開催　社会保障審議会医療保険部会資料（案）

国（法定課税限度額）

江別市

令和４年度改定

令和５年度改定

令和６年度改定

令和７年度改定

年　度

} 未対応

改正政令施行から

１年遅れて改定
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（１）江別市国民健康保険税課税限度額に到達する世帯収入（現行税額で試算）

江別市現行　　：医療分 ６５万円、後期高齢分 ２４万円、介護分 １７万円、計１０６万円

令和７年度法定：医療分 ６６万円、後期高齢分 ２６万円、介護分 １７万円、計１０９万円

令和８年度法定：医療分 ６７万円、後期高齢分 ２６万円、介護分 １７万円、計１１０万円

（２）江別市国民健康保険税課税限度額改定による影響見込み(現行税額で試算)

５　諮問の内容

　課税（賦課）限度額の改定内容が示される令和８年度税制改正大綱に基づいた医療分、
後期高齢分、介護分及び子ども・子育て支援金分の限度額について。

６　参考

（３）道内３５市の改定状況

　江別市を含む７市（江別・苫小牧・根室・深川・恵庭・北広島・石狩）が、１年遅れで改定。
　他２８市は同年度に改定。

影響世帯数
影響世帯

割合

令和７年度法定 236 1.6%

令和８年度法定 236 1.6%

調定額（増）
歳入額（増）

※収納率95.9%で試算

5,497千円 5,272千円

7,780千円 7,461千円

単身世帯（給与収入） ２人世帯（主給与収入／妻収入なし／夫婦介護該当）

区分 現行
令和７年
法定

令和８年
法定

区分 現行
令和７年

法定
令和８年
法定

医療分 924万円 936万円 947万円 医療分 893万円 905万円 916万円

後期高齢分 1,102万円1,139万円1,139万円 後期高齢分 1,037万円1,111万円1,111万円

介護分 1,130万円1,130万円1,130万円 介護分 972万円 972万円 972万円
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■
諮
問
事
項
（
２
）
国
民
健
康
保
険
税
の
税
額
に
つ
い
て

１
税
額
改
定
の
留
意
点

・
・

・
Ｐ
１

０

２
現
行
税
額
に
基
づ
く
税
額
改
定
試
算

・
・

・
Ｐ
１

１

３
標
準
保
険
料
率
に
基
づ
く
税
額
改
定
試
算

・
・

・
Ｐ
１

２

４
基
金
を
活
用
し
た
税
額
改
定
試
算

・
・

・
Ｐ
１

３

所
得
及
び
世
帯
ご
と
の
保
険
税
比
較
（
年
額
）

・
・

・
Ｐ
１

４

５
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

・
・

・
Ｐ
１

５
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・
積
立
基
金
を
有
効

活
用

し
、
毎
年
度
適
切
な
税
額
を
検
討
す
る
。

令
和
６
年
度
江
別
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
答
申
内
容

税
額
改
定
の
条
件

①
令
和
８
年

度
に

子
ど
も

・
子
育
て
支
援
金
が
創
設
さ
れ
る
た
め
、
税
額
改

定
が

必
須
で

あ
る
。

②
賦
課
割
合

（
応

能
割
：

応
益
割
）
は
、
現
在
の
割
合
（
４
８
：
５
２
）
か

ら
、

北
海
道

が
示
す
統

一
保

険
料

で
の
賦
課

割
合

（
４
４

：
５
６
）
に
円
滑
に
繋
げ
る
。

※
 
令
和
８
年
度
は
「
４
７
：
５
３
」

③
令
和
１
１

年
度

末
に
は

北
海
道
が
示
す
基
金
残
高
「
事
業
費
納
付
金
の
５

％
」

（
１
.
５

億
円
）
を

確
保

し
、

残
り
の
基

金
は

税
額
低

減
の
た
め
に
活
用
す
る
。

※
活
用
で
き
る
残
り
の
基
金
：
１
億
６
４
０
０
万
円
（
年
４
１
０
０
万
円
が
目
安
）

１
税
額
改
定
の
留
意
点

・
納
付
金
概
算
額

２
８

億
６
２
７
７
万
６
千
円

（
前
年
比

▲
１
億
９
１
９
２
万
５
千
円
）

・
必
要
な
保
険
税

２
２

億
４
３
８
１
万
２
千
円

（
前
年
比

▲
１
億
４
６
３
６
万
２
千
円
）

・
標
準
保
険
料
率

（
必
要
な
保
険
税
を
集
め
る
た
め
に
適
切
な
税
率
と
し
て
、
北
海
道
が
試
算
し
て
示
す
税
率
）

納
付
金
概
算
額
等
の
状
況

所
得

割
均
等
割

平
等
割

所
得
割

均
等

割
平

等
割

所
得
割

均
等

割
平

等
割

所
得

割
均

等
割

１
８
歳

以
上

均
等
割

額
平
等

割

8
.
2
2

2
8
,
2
1
7

2
7
,
9
3
9

2
.
4
1

8
,
8
5
3

8
,
7
6
6

1
.
9
6

8
,
9
8
0

7
,
0
0
8

0
.
2
6

8
9
5

2
0

8
7
8

医
療

分
後
期

高
齢

分
介

護
分

子
ど

も
分

10



（
単
位

：
億
円
）

項
目

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

備
考

a
必
要
な

保
険
税

2
3
.9

0
2
2
.4

4
北

海
道

通
知

b
税
収
見

込
額

2
4
.2

0
2
3
.7

9
c
+
d
+
e
+
f

c
　
（
医

療
分
）

（
1
7
.5

8
)

(1
6
.9

0
)

税
額
据

置
き

d
　
（
後

期
高
齢
分
）

（
5
.2

4
)

（
5
.0

8
)

税
額
据

置
き

e
　
（
介

護
分
）

（
1
.3

8
)

（
1
.3

2
)

税
額
据

置
き

f
　
（
子

ど
も
分
）

（
0
.4

9
)

新
設
（

統
一

保
険

料
率

）

g
余
剰
額

0
.3

0
1
.3

5
b
-
a
（
翌

年
度

に
繰

越
）

h
賦
課
割

合
（
応
能
：
応

益
）

4
8
：
5
2

5
0
：
5
0

2
.8

4
2
.9

6
年
度
末
基
金

残
高

改 定 内 容

 
医

療
分
・

後
期

高
齢

分
・

介
護

分
　
⇒

　
　

据
え

置
き

 
子

ど
も
分

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
　
⇒
　

　
新

設
（

統
一

保
険

料
率
）

２
現
行
税
額
に
基
づ
く
税
額
改
定
試
算

・
余

剰
額

が
過
大

（
翌

年
度

の
基
金

に
積
増

し
と

な
る
）

・
賦

課
割

合
が
目

指
す
割

合
（

４
７
：

５
３
）

か
ら
乖

離

(
単

位
：

％
、

円
)

区
分

年
度

所
得

割
均

等
割

平
等
割

所
得

割
均
等

割
平

等
割

所
得

割
均
等

割
平

等
割

所
得
割

均
等

割
１
８

歳
以
上

均
等

割
額

平
等
割

所
得

割
均
等

割
１

８
歳

以
上

均
等
割

額
平
等

割

Ｒ
７

8
.
6
9

2
7
,
1
0
0

2
6
,
8
0
0

2
.
7
2

7
,
6
0
0

7
,
5
0
0

2
.
0
6

7
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
3
.
4
7

4
2
,
2
0
0

3
8
,
3
0
0

Ｒ
８

8
.
6
9

2
7
,
1
0
0

2
6
,
8
0
0

2
.
7
2

7
,
6
0
0

7
,
5
0
0

2
.
0
6

7
,
5
0
0

4
,
0
0
0

0
.
2
6

8
9
5

2
0

8
7
8

1
3
.
7
3

4
3
,
0
9
5

2
0

3
9
,
1
7
8

差
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
.
2
6

8
9
5

2
0

8
7
8

0
.
2
6

8
9
5

2
0

8
7
8

医
療
分

後
期
高
齢
分

介
護
分

子
ど
も
分

合
計
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（
単

位
：

億
円
）

項
目

令
和

７
年
度

令
和

８
年

度
備

考

a
必

要
な
保

険
税

2
3
.9

0
2
2
.4

4
北

海
道

通
知

b
税

収
見
込

額
2
4
.2

0
2
4
.2

0
c
+
d
+
e
+
f

c
　

（
医
療

分
）

（
1
7
.5

8
)

（
1
6
.9

5
)

標
準

保
険

料
率

d
　

（
後
期

高
齢
分

）
（
5
.2

4
)

（
5
.2

2
)

標
準

保
険

料
率

e
　

（
介
護

分
）

（
1
.3

8
)

（
1
.5

4
)

標
準

保
険

料
率

f
　

（
子
ど

も
分
）

（
0
.4

9
)

新
設

（
統

一
保

険
料

率
）

g
余

剰
額

0
.3

0
1
.7

6
b
-
a
（

翌
年

度
に

繰
越

）

h
賦

課
割
合

（
応
能

：
応
益

）
4
8
：
5
2

4
7
：
5
3

2
.8

4
2
.9

6
年
度

末
基
金

残
高

(
単

位
：

％
、

円
)

区
分

年
度

所
得

割
均

等
割

平
等
割

所
得

割
均

等
割

平
等

割
所

得
割

均
等

割
平

等
割

所
得

割
均

等
割

１
８

歳
以

上

均
等

割
額

平
等
割

所
得

割
均

等
割

１
８

歳
以
上

均
等

割
額

平
等
割

Ｒ
７

8
.
6
9

2
7
,
1
0
0

2
6
,
8
0
0

2
.
7
2

7
,
6
0
0

7
,
5
0
0

2
.
0
6

7
,
5
0
0

4
,
0
0
0

1
3
.
4
7

4
2
,
2
0
0

3
8
,
3
0
0

Ｒ
８

8
.
2
2

2
8
,
2
1
7

2
7
,
9
3
9

2
.
4
1

8
,
8
5
3

8
,
7
6
6

1
.
9
6

8
,
9
8
0

7
,
0
0
8

0
.
2
6

8
9
5

2
0

8
7
8

1
2
.
8
5

4
6
,
9
4
5

2
0

4
4
,
5
9
1

差
▲
 
0
.
4
7

1
,
1
1
7

1
,
1
3
9

▲
 
0
.
3
1

1
,
2
5
3

1
,
2
6
6
▲

 
0
.
1
0

1
,
4
8
0

3
,
0
0
8

0
.
2
6

8
9
5

2
0

8
7
8

▲
 
0
.
6
2

4
,
7
4
5

2
0

6
,
2
9
1

医
療
分

後
期
高
齢

分
介
護
分

子
ど

も
分

合
計

改 定 内 容

 
医

療
分

・
後

期
高

齢
分

・
介
護

分
　

⇒
　

　
標

準
保

険
料

率
 
子

ど
も

分
　

　
　

　
　

　
　
　

 
 
　
⇒

　
　

新
設

（
統

一
保

険
料

率
）

３
標
準
保
険
料
率
に
基
づ
く
税
額
改
定
試
算

・
余

剰
額

が
過
大

（
翌

年
度

の
基
金

に
積
増

し
と

な
る
）

・
賦

課
割

合
は
、

目
指
す

割
合

（
４

７
：

５
３
）

に
合
致
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(単
位

：
％

、
円

)

区
分

年
度

所
得
割

均
等
割

平
等
割

所
得
割

均
等
割

平
等
割

所
得
割

均
等
割

平
等
割

所
得
割

均
等
割

１
８
歳
以

上

均
等
割

額
平
等
割

所
得
割

均
等
割

１
８
歳
以

上

均
等
割

額
平
等
割

Ｒ
７

8
.6
9

27
,
1
0
0

2
6
,8
0
0

2
.
7
2

7
,6
0
0

7
,
5
0
0

2.
0
6

7
,
5
0
0

4
,0
0
0

1
3
.
4
7

4
2
,
2
0
0

3
8
,
3
0
0

Ｒ
８

8
.0
6

26
,
9
0
0

2
6
,6
0
0

2
.
2
5

7
,4
0
0

7
,
2
0
0

1.
7
8

7
,
0
0
0

4
,7
0
0

0
.
2
6

8
9
5

20
8
7
8

1
2
.
3
5

4
2
,
1
9
5

2
0

3
9
,
3
7
8

差
▲
 
0
.
6
3

▲
 
2
0
0

▲
 
2
0
0
▲
 
0
.
4
7

▲
 
2
0
0

▲
 
3
0
0
▲
 
0
.
2
8

▲
 
5
0
0

7
0
0

0
.
2
6

8
9
5

2
0

8
7
8
▲
 
1
.
1
2

▲
 
5

2
0

1
,
0
7
8

標
準

保
険

料
率

8
.2
2

28
,
2
1
7

2
7
,9
3
9

2
.
4
1

8
,8
5
3

8
,
7
6
6

1.
9
6

8
,
9
8
0

7
,0
0
8

0
.
2
6

8
9
5

20
8
7
8

1
2
.
8
5

4
6
,
9
4
5

2
0

4
4
,
5
9
1

医
療
分

後
期
高
齢
分

介
護
分

子
ど
も
分

合
計

（
単
位
：
億
円
）

項
目

令
和
７

年
度

令
和
８
年
度

備
考

a
必
要
な
保
険
税

2
3
.9

0
2
2
.4

4
北
海

道
通

知

b
税
収
見
込
額

2
4
.2

0
2
2
.0

3
c
+
d
+
e
+
f

c
　
（
医
療
分
）

（
1
7
.5

8
)

（
1
5
.9

2
)

税
額
低

減

d
　
（
後
期
高
齢
分

）
（
5
.2

4
)

（
4
.4

2
)

税
額
低

減

e
　
（
介
護
分
）

（
1
.3

8
)

(1
.2

0
)

所
得

割
率

及
び

均
等

割
額
低

減
、

平
等

割
増

額

f
　
（
子
ど
も
分
）

（
0
.4

9
)

新
設

（
統

一
保

険
料

率
）

g
余
剰
額
・
不
足
額

0
.3

0
▲

 0
.4

1
b
-
a

h
賦
課
割
合
（
応
能

：
応
益
）

4
8
：
5
2

4
7
：
5
3

0
.1

8
0
.4

1
不
足

額
を

補
填

2
.8

4
2
.7

3

基
金
繰
入
額

年
度
末
基
金
残
高

４
基
金
を
活
用
し
た
税
額
改
定
試
算

・
不

足
額

は
基
金

か
ら
繰

入
れ

・
賦

課
割

合
は
、

目
指
す

割
合

（
４

７
：

５
３
）

に
合
致

改 定 内 容

 
医

療
分
・

後
期

高
齢

分
・

介
護

分
　

⇒
　

　
調
整

（
基

金
４

１
０

０
万

円
を

税
額

低
減
に

活
用

）
 
子

ど
も
分

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
　
⇒

　
　

新
設
（

統
一

保
険

料
率

）
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給
与

（
万
円

）

年
金

（
万
円
）

現
行

税
額

改
定

税
額

比
較

現
行

税
額

改
定

税
額

比
較

現
行

税
額

改
定

税
額

比
較

現
行

税
額

改
定

税
額

比
較

現
行

税
額

改
定

税
額

比
較

0～
43

98
10

3
20

,6
00

20
,8
00

20
0

24
,0

00
24
,3

00
30
0

31
,1
00

31
,5
00

40
0

36
,8

00
37
,1
00

30
0

47
,1

00
47
,5
00

40
0

7割

60
12

5
12

0
53

,8
00

52
,8
00

▲
 1
,0

00
63
,0

00
61
,6

00
▲
 1

,4
00

71
,1
00

70
,4
00

▲
 7

00
84
,1

00
82
,7
00

▲
 1
,4

00
10
1,

50
0

10
0,
30

0
▲
 1

,2
00

80
14

5
14

3
97

,3
00

94
,9
00

▲
 2
,4

00
11
4,

10
0

11
0,

80
0

▲
 3

,3
00

94
,0
00

91
,6
00

▲
 2
,4

00
11
1,
10

0
10

7,
50

0
▲

 3
,6

00
12
8,

50
0

12
5,
00

0
▲
 3

,5
00

10
0

16
5

17
0

13
4,

00
0

13
0,

00
0

▲
 4
,0

00
15
7,

20
0

15
1,

80
0

▲
 5

,4
00

11
6,
80
0

11
2,
70

0
▲

 4
,1

00
13
8,
00

0
13

2,
10

0
▲

 5
,9

00
15
5,

30
0

14
9,
60

0
▲
 5

,7
00

13
0

19
7

21
0

16
8,

20
0

16
1,

70
0

▲
 6
,5

00
19
7,

60
0

18
8,

80
0

▲
 8

,8
00

18
2,
20
0

17
5,
90

0
▲

 6
,3

00
21
5,
30

0
20

6,
30

0
▲

 9
,0

00
19
5,

80
0

18
6,
70

0
▲
 9

,1
00

15
0

22
6

23
6

19
1,

00
0

18
2,

80
0

▲
 8
,2

00
22
4,

50
0

21
3,

50
0

▲
 1
1,

00
0

20
4,
90
0

19
7,
00

0
▲

 7
,9

00
24
2,
10

0
23

1,
00

0
▲

 1
1,

10
0

26
9,

90
0

25
9,
10

0
▲
 1

0,
80
0

20
0

29
8

30
3

24
8,

10
0

23
5,

70
0

▲
 1
2,

40
0

29
1,

90
0

27
5,

30
0

▲
 1
6,

60
0

28
2,
80
0

27
0,
90

0
▲
 1

1,
90

0
33
4,
10

0
31

7,
50

0
▲

 1
6,

60
0

33
7,

30
0

32
0,
90

0
▲
 1

6,
40
0

25
0

36
8

37
0

30
5,

10
0

28
8,

50
0

▲
 1
6,

60
0

35
9,

20
0

33
7,

00
0

▲
 2
2,

20
0

33
9,
80
0

32
3,
70

0
▲
 1

6,
10

0
40
1,
40

0
37

9,
20

0
▲

 2
2,

20
0

43
6,

10
0

41
4,
50

0
▲
 2

1,
60
0

30
0

43
0

43
3

36
2,

20
0

34
1,

40
0

▲
 2
0,

80
0

42
6,

60
0

39
8,

80
0

▲
 2
7,

80
0

39
6,
90
0

37
6,
60

0
▲
 2

0,
30

0
46
8,
80

0
44

1,
00

0
▲

 2
7,

80
0

50
3,

50
0

47
6,
30

0
▲
 2

7,
20
0

40
0

55
5

55
2

47
6,

30
0

44
7,

10
0

▲
 2
9,

20
0

56
1,

30
0

52
2,

30
0

▲
 3
9,

00
0

51
1,
00
0

48
2,
30

0
▲
 2

8,
70

0
60
3,
50

0
56

4,
50

0
▲

 3
9,

00
0

63
8,

20
0

59
9,
80

0
▲
 3

8,
40
0

50
0

67
8

66
9

59
0,

40
0

55
2,

80
0

▲
 3
7,

60
0

69
6,

00
0

64
5,

80
0

▲
 5
0,

20
0

62
5,
10
0

58
8,
00

0
▲
 3

7,
10

0
73
8,
20

0
68

8,
00

0
▲

 5
0,

20
0

77
2,

90
0

72
3,
30

0
▲
 4

9,
60
0

60
0

79
0

78
5

70
4,

50
0

65
8,

50
0

▲
 4
6,

00
0

83
0,

70
0

76
9,

30
0

▲
 6
1,

40
0

73
9,
20
0

69
3,
70

0
▲
 4

5,
50

0
87
2,
90

0
81

1,
50

0
▲

 6
1,

40
0

90
7,

60
0

84
6,
80

0
▲
 6

0,
80
0

70
0

89
5

89
0

81
8,

60
0

76
4,

20
0

▲
 5
4,

40
0

96
5,

40
0

89
2,

80
0

▲
 7
2,

60
0

85
1,
40
0

79
9,
40

0
▲
 5

2,
00

0
1,

00
5,
70

0
93

5,
00

0
▲

 7
0,

70
0

1,
01
3,

30
0

97
0,
30

0
▲
 4

3,
00
0

80
0

99
5

99
5

87
1,

00
0

83
6,

60
0

▲
 3
4,

40
0

1,
03
8,

40
0

1,
00
2,

70
0

▲
 3
5,

70
0

87
8,
60
0

86
4,
60

0
▲
 1

4,
00

0
1,

04
8,
60

0
1,
01

8,
00

0
▲

 3
0,

60
0

1,
05
6,

20
0

1,
02

6,
40

0
▲
 2

9,
80
0

１
人

世
帯

２
人
世

帯
３
人

世
帯

介
護

な
し

介
護

あ
り

介
護
な

し
介
護

あ
り

２
人

介
護
あ

り
２

人

世
帯
数

(全
体

 1
4,

73
2世

帯
)

9,
72

2
3,

97
6

68
8

割
合

65
.9

9%
26

.9
9%

4.
67

%

所
得

金
額

（
万

円
）

換
算
収

入
（

概
数

）
軽
減

区
分

5割 2割 な
し

所
得
及
び
世
帯
ご
と
の
保
険
税
比
較
（
年
額
）

・
全
体
で
前

年
比
平
均
約
▲
４
.
３
％
。

・
所
得
割
が

な
い
世
帯
（
所
得
０
～
４
３
万
円
）
で
は
、
増
額
。

※
子
ど
も
分
の
計
算
方
法
は
、
確
認
中
。

全
て
の
加
入
者
が
１
８
歳
以
上
と
設
定
。

子
ど
も
分
の
賦
課
限
度
額
は
現
時
点
で
は
不
明
の
た
め
、
計
算
上
反
映
し
て
い
な
い
。
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令
和
７

年
１
２

月
第

２
回

江
別
市

国
民

健
康

保
険

運
営

協
議

会

・
事

業
費
納

付
金

概
算

額
の

報
告

、
税

額
改
定

の
諮
問

、
協
議

令
和
８

年
１

月
国

民
健

康
保
険

事
業

費
納

付
金

確
定

額
の

通
知

第
３
回

江
別
市

国
民

健
康

保
険

運
営

協
議

会

・
事

業
費
納

付
金

確
定

額
の

報
告

、
税

額
改
定

の
協
議

、
答
申

２
月

江
別
市

国
民
健

康
保

険
税

条
例

改
正

の
市

議
会
提

案

３
月

議
決

４
月

税
額
改

定

５
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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